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流
石
は
獅
泌
皇
惜
の
限
誠
仁
趨
ぴ
銀
行
頭
取
よ
t
り
一
躍
猶
民
大
臣
を
煽
も
得
、
な
る
入
、
だ
け
あ

'
り
て
僅
々
数
ム
一
一
同
の
問
に
殖
民
の
意
義
目
的
、
迎
惣
を
遺
憾
な
〈
述
べ

-JJAbt
る
は
戚
歩
可
し
、
殖

民
地
の
土
地
、
草
木
、
合
一
献
¥
財
W
M
l
l
就
中
共
住
民
を
本
閥
民
の
怒
僚
的
利
用
の
潟
め
に
利
用
し
同

時
じ
本
間
民
は
英
治
歩
せ
る
実
物
制
度
殊
に
共
滋
徳
的
戚
念
を
以
て
土
民
を
誘
導
啓
設
し
彼

仏
教
を
し
く
究
明
の
徳
川
怖
に
俗
せ
し
む
る
之
れ
肋
畑
氏
の

1

同
県
意
義
な
t
り
、
韓
関
若
く
は
雨
漏
地
方
に
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於
て
徒
ら
に
椴
勢
威
…
脳
を
張
J

り
然
苦
賎
業
締
仁
戯
れ
て
、
土
町
内
の
問
に
軽
瑛
を
招
を
つ
ts

あ
る

我
殖
民
地
の
大
官
諸
会
但
し
は
韓
人
若
く
は
支
那
人
を
鞭
綴
虐
待
し
て
自
ら
喜
兵
我
殖
民
人

は
果
し
て
殖
民
の
真
意
義
を
解
す
る
や
否
や
。
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闘
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備
金
問
題

(
北
一
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苅
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刊
明

江

備

... ~.. ""会

閥

英
図
に
於
て
金
準
備
増
加
問
題
を
生

b
h仏
る
由
来
以
上
の
如
く
、
叉
此
問
題
に
判
別
す
る
谷
積

金
融
機
関
の
閥
係
以
上
の
如
く
な
ん
〆
と
す
れ
ば
、
金
泳
備
増
加
の
方
訟
と
し
て
、
祉
関
に
体
嶋
せ

ち
る
k
B

も
の
如
何
宅
大
凡
そ
推
測
仁
難
か
ら
や
/
。

誌
に
順
次
之
を
列
記
す
れ
ば
、
大
略
記
の
如

し
と
す
。
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V
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英
部
銀
行
の
保
護
準
備
制
~
限
配
減
縮
ず
る
乙
ー
し
。

(b) 

政
府
が
保
管
す
る
預
金
に
準
備
金
を
備
ヘ
し
り
る
乙

to

英
蘭
銀
行
に
第
二
徐
備
金
を
保
有
せ
し
り
る
乙
と

9

(c) ((1) 

市
中
銀
行
中
ど
し
て
楼
業
報
告
を
接
表
せ
し
り
る
乙
と
。

(e) 

英
関
銀
行
仁
於
け
る
市
中
銀
行
波
金
残
高
を
れ
公
表
せ
し
り
る
と
I
C
O
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以
上
五
策
の
内
、
戒
は
爽
繭
銀
行
に
関
係
す
る
唱
の
あ
よ
リ
、
政
府
に
関
係
す
る
も
の
あ

b
、
市
中

銀
行
に
関
係
す
る
も
の
あ
1

り。

蒸
し
是
等
三
者
を
外
に
し
て
、
金
準
備
均
加
問
題
解
決
の
衝
に

英
協
の
銀
行
準
備
一
金
問
題

五
五
日
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白
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蛍
り
心
部
の
を
求
ひ
可
か
ら
合
る
以
上
は
、
以
上
の
方
薬
の
家
出
せ
ら
る

-hg
ホ
巳
む
、
ど

m
w
S
る

所
な

b
。
上
認
の
順
序
に
依
て
、
各
秘
方
薬
を
評
論
す
る
に
、
英
蘭
銀
行
の
保
読
徐
備
制
限
以
今

日
千
八
百
間
十
五
高
砂
仁
し
て
、
内
一
千
百
…
高
五
千
百
砂
川
い
政
府
貸
出
金
を
代
表
し
、
・
七
百
四
十

五一一一二

}
一
一
高
四
千
九
百
勝
は
寸
他
校
歩
L

の
所
有
高
な

60

今
、
保
経
路
備
総
少
を
行
は
ん
と
す
る
仁
は
-
此

政
府
貸
出
金
を
閥
庫
ょ
ん
英
関
銀
行
仁
返
還
す
る
生
以
て
九
段
僚
と
す
可
く
、
英
樹
仁
於
て
英
的

銀
行
よ
y

り
従
来
其
緩
行
せ
る
紙
幣
の
供
給
を
受
く
る
の
必
説
的
J

め
る
乙
と
硲
安
な
る
以
上
は
.
期

~ .~~ -:，1-...' 

く
保
誼
準
備
議
行
の
紙
幣
の
牧
給
す
る
だ
け
一
止
貨
準
備
夜
行
の
紙
幣
以
地
加
し
、
会
憾
の
袋
行

高
に
封
ず
る
γ
『
一
貨
挫
・
備
の
割
合
を
・
輩
削
な
ら
し
-U
る
を
得

J

ぺ
し
。

然
れ
ど
も
他
の
方
面
ょ
ん

J

考
ふ
る
に
、
此
方
策
に
約
し
て
は
、
期
る
簡
単
な
る
解
決
を
下
す
能
は
ボ
J
O

f
九
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v
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げ
刈
カ
有
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術
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、主ー

借
入
金
の
み
一
部
叉
は
一
一
怖
を
返
滋
ず
る
も
の
と
し
て
、
所
要
の
資
金
以
仰
い
い
の
方
面
ょ
ん
/
之
を

必
伎
の
夜
行
以
仰
お
並
(
方
棋
に
蛍
る
も
の
な
れ
ど
も
、
英
断
現
時
の
信
用
制
使
皮

k
以

得
る
や
。

て
す
る
と
を
綜
、
現
在
英
樹
銀
行
の
借
入
金
仁
濁
し
て
文
梯
ふ
よ

b
は
高
等
の
利
子
を
μ
刊
す
る

に
非
な
れ
ば
、
会
債
務
行
の
目
的
を
議
す
る
能
は
歩
、
一
期
極
利
子
歩
合
の
仏
混
迷
以
闘
庫
の
貨
傍
ド

腕
す
可
を
の
み
な
ら
や
ヘ
本
来
今
日
政
府
が
英
蘭
銀
行
に
鉱
山
手
数
料
を
以
て
闘
庫
金
の
取
放
を

日

輔

副

鶴

臼

悶

M
日

聞

開

国

盟

国

自

信

命
中
V
/

る
は
保
謙
準
備
紙
幣
夜
行
の
特
典
に
関
聯
す
る
が
も
の
な
れ
・
ば
斯
く
〕
方
の
一
制
限
を
紛
少

ず
る
と
を
は
、
間
一
庫
金
収
扱
に
野
し
て

4
亦
酬
ゆ
る
所
な
が
る
可
わ
ら
診
る
議
挫
に
し
て
、
此
鮎

よ
1

り
真
に
倒
家
の
負
携
£
増
加
す
る
仁
ぎ
る
可
〈
、
一
具
仁
政
府
が
従
来
保
設
準
備
の
特
地
ハ
ド
鈎

し
て
、
賦
一
線
品
は
る
定
額
税
金
年
綴
一
一
十
潟
傍
の
N
H
(

捻
乞
減
J
P
J

る
が
'
郊
を
乙
と
わ
ら
ん
か
、
閣
成

ι

及
ぼ
ず
損
害
認
々
大
な
る
可
し
。
英
関
財
政
の
現
状
に
於
て
、
期
る
閥
庫
負
鎗
の
溶
加
を
添
削
別

し
、
閣
家
自
ら
・
倫
中
備
金
問
題
の
解
決
に
常
ら
ん
と
す
る
が
如
を
、
資
郎
仁
解
ナ
可
か
ら
診
る
と
共

保
説
準
備
制
限
紛
少
一
説
、
が
賀
行
的
償
佐
に
乏
し
さ
乙
I
f
一
斯
の
如
く
な
る
が
、
比
際
一

を
嬰
ず
る
は
、
諮
一
外
闘
に
於
子
、
は
川
派
議
準
備
制
限
披
張
の
説
常
に
践
に
し
て
、
銀
行
依
例
改
正
の

の
注
意

宮・

仁
、
事
の
成
功
亦
期
し
難
し

2
・
ナ
ノ
可
ぎ
な
ん

J
O

際
仁
は
殆
ど
此
披
張
‘
を
H
ル
カ
バ
}
フ
心
乙
と
な
を
の
有
様
な
る
仁
、
獅
J

り
英
図
に
於
て
此
議
総
設
な
く
、

却
て
紛
少
読
に
按
ず
る
の
事
変
H
F
J

れ
な
1
9
0

税
に
昨
年
七
月
倫
敦
商
業
合
議
所
の
組
織
し
花

る
銀
行
路
備
金
問
題
調
査
委
員
合
唱
亦
決
議
の

し
柁
る
に
徴
す
れ
ば
、
此
説
、
花
る
決
し
て
桜
々
に
宥
治
す
る
を
得
安
。

題
t

乙
「
事
畿
通
貨
」
(
凶
gqmwgnυ
刊
の

5
5
5可
)
の
問
題
よ
'
」
如
何
な
る
関
係
あ
t
り
や
誠
一
に
之
を
論
識
せ
な

一
一
係
項
と
し
て
、
保
続
準
備
総
少
の
読
を
主
鱗

本
来
金
準
備
滑
加
の
問
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閣
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銀
行
態
、
備
金
問
煩
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閣

の

銀

行
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備

金

問

題

五

一

一

一

凶

れ
ど
一
号
、
裁
〈
閣
に
於
て
は
論
者
往
々
に
し
て
此
ニ
問
題
を
浪
治
し
、
金
準
備
を
増
加
す
れ
ば
、
事
幾

に
臨
ん
モ
議
貨
の
供
給
を
増
加
し
、
金
融
上
に
侠
蛍
を
胤
ハ
ふ
る
を
得
べ
し
と
断
定
す
る
唱
の

h

如
し
。
然
ら
ば
此
断
定
に
一
歩
を
縫
め
、
事
袋
の
後
生
し
、
叉
英
機
紛
ず
る
聞
を
限
よ
ツ
、
金
準
備
増

加
の
如
何
じ
拘
は
ち
ホ
ヘ
臨
時
遜
貨
を
議
行
セ
し
む
る
の
読
を
生
中
/
る
も
亦
敢
て
旧
民
と
す
る
に

足
ち
歩
。
制
限
外
議
行
の
方
・
訟
は
却
も
此
論
紡
よ
I

り
文
持
せ
ら
み
、
も
-
も
の
な
る
が
、
英
闘
に
於

一・ 1 ・. . ‘ 色旬 、
.一

ー一 ‘ ， ♂ 

て
斯
る
議
論
に
践
す
る
と
之
極
め
て
少
な
を
は
何
故
な
t
り
や
。
恐
れ
い
み
一
く
英
閣
に
、
預
金
銀
行

の
制
度
設
怒
し
、
市
中
銀
行
は
預
金
を
逝
ド
い
て
小
初
予
取
引
を
行
引
い
、
小
切
切
手
取
引
に
依
て
資
金

の
融
越
に
資
ず
る
が
幼
い
め
に
外
な
ら
歩
。

ウ

ヰ

ザ

l

ス
氏
が
此
鮎
に
就
て
説
く
所
最

g
袈
餌

h ‘〆

を
得
、
同
勢
各
本
を
逝

b
て
最
宅
梢
殺
を
悼
す
る
に
依
す
る
の
槻
ゐ
t
り。

英
問
問
に
於
て
資
金
を
供
給
す
る
機
能
あ
る
は
、
英
闘
の
制
度
が
他
閥
仁
比
減
な
営
白
尚
之
伸

縮
カ
ぞ
有
す
る
に
基
く
。
英
闘
に
於
〈
は
銀
行
業
者
の
資
金
は
単
仁
小
m
切
手
振
出
の
継
利

に
し
て
、
一
般
に
銀
行
は
取
引
先
に
貸
付
を
然
し
て
、
此
糠
利
を
賦
奥
し
、
此
椴
利
を
得
、
花
る
者

は
小
初
手
配
振
出
し
て
、
之
を
自
己
の
佼
椴
者
じ
交
付
し
、
債
総
者
拡
之
を
他
の
銀
行
に
封
ず

る
文
搬
に
供
す
る
が
放
に
、
}
銀
行
の
貸
付
は
自
ら
他
銀
行
の
領
金
と
潟
る
可
し
。
而
し
て

H
J
毛
)
日
し
。
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斯
る
銀
行
が
資
金
を
琳
加
す
る
に
就
て
の
制
限
は
、
銀
行
が
趨
嘗
と
認
め
な
る
有
償
銃
券
に

し
て
米
だ
携
保
に
供
せ
ら
れ

2
7
0
唱
の

h

多
寡
並
に
銀
行
が
債
務
と
税
金
と
の
問
に
維
持

ず
る
を

E
蛍
な
r

り
と
す
る
閥
係
に
外
な
ら
も
片
山
る
が
故
に
、
若
し
芯
銀
行
に
し
て
不
謹
慎
な
ち

:
ん
仁
以
、
上
認
の
制
皮
は
設
秘
紡
に
趨
く
に
去
る
可
し
。
叉
普
通
の
銀
行
仁
於
け
る
資
金
供

乏
す
れ
ば
、
取
引
先
は
英
蘭
銀
行
に
続
く
可
く
、
阿
銀
行
は
英
貸
付
金
は
一
-
万
広
葉
預
金
と
潟

る
が
放
に
、
自
由
に
貸
出
を
純
一
ず
可
く
、
唯
税
金
と
債
務
t
c
・
の
問
に
於
け
る
関
係
に
就
て
初
白

の
断
案
LH
」
下
ず
の
す
が
。

斯
る
伸
縮
自
在
の
作
用
は
他
の
諸
凶
に
於
て
之
を
日
ル
ツ
心
能
は
L
f
y
o
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米
協
の
倒
立
銀
行
は
債

務
に
訴
し
て
ニ
割
五
分
の
税
金
止
海
備
と
せ
公
る
可
わ
ら
な
る
が
故
に
、
信
用
の
膨
張
は
債

務
を
芯
起
す
の
故
を
以
〈
、
件
似
体
に
依
て
制
限
せ
設
る
を
得
本
/
。
似
顔
西
仁
於
て
は
、
倣
…
関
西

銀
行
の
紙
幣
後
行
高
対
絵
倖
に
依
て
制
限
を
家
よ
り
、
信
用
の
便
宜
唱
亦
働
関
西
特
有
の
注
意

と
危
険
に
机
判
ず
る
恐
怖
と
に
依
て
制
限
せ
ら
る
。
組
側
滋
に
於
て
拡
伸
縮
の
自
由
は
斑
論
上

完
会
に
存
在
す
る
唱
の
1
E

如
く
隔
て
紙
幣
後
行
設
に
就
て
英
獅
雨
閣
の
制
皮
を
比
較
す
る

者
は
英
闘
が
獅
滋
に
皐
A
F

所
ι

め
ら
ん
と
と
を
希
・
認
す
る
の
傾
ゐ
f

り。

英
闘
の
銀
行
準
備
金
問
題

主如
豆釘

活

此
粕

於
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英
闘
の
銀
行
指
備
金
問
題
、

て
は
濁
逃
は
英
図
よ

AJ
も
大
な
る
自
由
含
有
ず
に
之
一
流
ふ
を
綜
べ
ぐ
、
英
践
が
}
定
の
限
度
に

紙
幣
務
行
高
の
達
し
北
る
と
き
に
は
、
問
視
ノ
の
金
貨
を
所
有
せ
な
る
限
。
、
此
以
上
に
紙
幣
を

夜
行
ず
る
能
は
な
る
に
反
し
、
濁
滋
に
於
て
は
五
分
の
税
付
に
て
一
定
の
保
設
治
・
備
制
限
以

上
に
紙
幣
k
r
』
緩
行
す
る
を
得
ぺ
じ
。
此
欧
州
よ

A
r
H刈
る
と
を
は
、
初
滋
の
制
皮
は
伸
縮
自
由
な

涯一一…大

ら " 司 、 一

る
が
如
く
な
れ
ど
号
、
比
一
白
山
花
為
、
金
利
が
高
率
に
上
ん
北
る
と
詮
に
、
始
め
て
州
滑
ら
み
も
百

G
J

‘‘ 】‘、&

の
な
る
に
反
し
、
英
悶
制
度
の
伸
縮
自
在
は
何
時
に
於
て

G
存
花
し
て
漁
る
所
長
し
。

英
関
じ
於
け
る
滋
貨
の
供
給
は
紙
一
併
の
多
寡
如
何
に
依
ら
み
y
、
小
初
手
を
振
出
す
枇
舎
の
桜

議
し

J

A

F

2

F

1

 

r
l
:
l
f
1
4
S
 

能
V
L

依
A
，
、
而
し
て
此
機
能
に
は
何
等
法
律
上
の
制
限
を
存
せ
安
、
唯
銀
行
の
慎
重
三
捻
保
に

供
せ
ち
れ
2
7
Q
.
有
償
読
券
の
山
口
問
と
に
依
て
定
ま
る
可
け
れ
ば
な
ん

'
Q

川内・
A
qぐ
山
け
げ
の
吋
白
け
伊

ω
γ
向。
ρ
口

山
口
問
。
同
守
円
。
ロ
ov--mdMU
・

ωωlωω

英
閥
に
於
て
保
蕊
準
備
制
限
問
題
に
就
て
、
他
一
間
と
全
然
艇
の
呉
な
れ
る
議
論
の
行
は
る
班

由
亦
切
な

6
7乙
ず
可
し
。
制
限
外
務
行
践
に
依
て
「
事
境
議
代
一
一
一
」
を
供
せ
ん
L
し
す
る
は
、
一
一
閣
の
金

融
市
場
が
府
内
ほ
中
央
銀
行
の
紙
幣
議
行
機
に
依
頼
し
、
金
融
市
場
に
於
て
議
行
銀
行
の
機
能
判
例

t
p
感
に
し
て
、
市
中
波
金
銀
行
の
勢
力
之
に
作
は
含
る
場
令
に
生
ポ
J

る
の
事
相
な
る
の
み
。

・1・1
E

B

・

圃

園

E

a

量
置

ii 

我

i:当:

岡
兵
た
る
唱
の
、
此
鮪
仁
於
て
深
〈
願
時
が
る
所
な
か
み
可
か
ち
合
る
な
よ
り
。

政
府
が
保
管
す
る
預
金
に
鈎
し
て
、
準
備
金
を
備
ヘ
し
む
る
の
説
宅
延
時
世
間
殊
に
一
部
の

市
中
銀
行
業
者
仁
依
て
唱
出
せ
ち
る
、
所
な
J

り。

カ
ぞ
支
持
す
る
の
資
径
と
義
務
之
を
N
R
ふ
、
可
を
は
明
白
な
る
が
、
此
外
広
閣
内
示
は
自
ち
銀
行

J

業

査
し
閥
家
が
遜
貨
の
安
全
、
紙
常
の
党
換
能

者
投
る
の
紡
に
於
て
、
相
蛍
の
責
任
な
か
る
可
か
ら
歩
。

印
私
今
日
英
関
政
府
は
郵
便
貯
金
の

業
を
総
鶴
し
、
R

公
衆
の
資
金
を
吸
牧
一
す
る
と
と
二
億
砂
を
下
ち
安
、

之
じ
謝
し
て
、
閣
家
は
今
日

別
公
衆
が
銀
行
に
向
っ
て
預
金
惣
備
に
就
て
要
求
し
っ
、
あ
る
と
同
額
の
準
備
金
を
備
ヘ
践
〈

見
も
の
に
非
ポ
ノ
。

故
に
銀
行
は
預
金
吸
収
の
紡
に
闘
し
て
、
常
に
岡
家
と
相
競
争
す
る
の
地
位
に

不
時
の
取
付
を
生
、

b
t
る
場
合
に
岡
家
は
之
に
-
感
・
一
V
J

る
の
路
備
あ
A
ツや。

同
家
、
が
蕗
ナ
る
唯
一
の
殺
は
ゴ
シ
ソ
ル
会
債
を
市
坊
に
資
却
し
、
其
代
金
を
以
て
括
的
銀
行
仁

川

ω

就
て

E
貨
党
換
を
請
求
し
、
斯
く
て
文
銚
を

T
ず
る
の
か
な
れ
ど
が
も
、
新
ゐ
際
は
ゴ

y
y
ル
会
佼

此
危
機
に
際
し
て

ぽ
泊
ん
，
、
此
閥
係
よ

b
高
歩
の
預
金
利
子
を
維
持
せ
も
d

る
可
わ
ら
も
d

る
に
蛮
る
、
叉
一
初
戦
争
枇
労
働

者
の
紛
議
、
食
料
品
原
料
品
の
不
着
等
倒
山
本
に
非
常
の
事
縫
起
。
、
処
め
に
郵
便
貯
金
に
謝
し
て

英
闘
の
銀
行
準
備
金
問
題

誠一一一七
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認
ハ
闘
闘
の
銀
行
準
備
金
問
題

J

法一一一
λ

の
資
却
に
号
、
英
隣
銀
行
に
封
ず
る
党
換
請
求
に
昔
、
共
に
不
越
協
同
の
時

2
・
一
五
は
設
る
を
得
歩
。

問
問
・
家
が
多
額
の
流
動
恐
債
を
有
し
、
然
号
式
特
色
、
な
る
要
求
抑
の
債
務
た
る
性
貨
を
有
し
、
之
に

封
じ
て
何
等
準
備
す
る
所
な
ぎ
が
如
き
は
、
高
一
の
事
援
に
踏
ん
で
醤
だ
危
険
な
る
の
み
な
ら

み
夕
、
此
積
債
務
仁
濁
し
て
準
備
金
を
置
か
な
る
の
給
果
、
銀
行
準
備
金
問
題
の
解
決
に
先
だ
も
て
、

政
府
保
管
の
預
金
準
備
金
に
就
て
、
何
等
改
ひ
る
所
な
か
る
可
が
ち
含
る
の
滋
理
な
t
り。

ウ

‘、

F

d

J

e

-

-

‘ヨ、。‘

、
川
!
ス
氏
が
郵
便
貯
金
に
闘
す
る
問
題
を
以
て
、
銀
行
準
備
金
問
題

t
関
係
な
し
と
し
れ
ル
る
は

妄
断
の
識
を
究
わ
れ
や

J

、
少
な
く
と
信
郵
便
貯
金
に
取
付
を
生

b
食
る
場
合
に
、
夏
に
銀
行
準
備

金
に
如
何
な
る
影
響
&
反
ぽ
ず
や
を
考
察
せ
な
t

り
し
は
、
事
の
全
豹
を
悲
し
セ
1

り
と
一
お
ふ
可
か

ち
怠
る
な
A
ツ。

出
・
君
主
内
吋
切
吋
}
再
認

gえ
っ
句
。
町
民

8
q・
3
・
Sω14ω

参
照
。

'
M
U
d
-

へt
e刊

~
d
Z九日
e
h

第
二
路
備
金
存
涯
の
設
は
銃
仁
ゴ
ツ
ジ
品

y

氏
の
提
案
し
て
、
世
訴
を
札
し
た
る
所
に
係
L
リ、

之
に
封
ず
る
大
方
の
批
評
は
ア
シ
ド
レ
ア
!
ド
氏
の
「
英
蘭
銀
行
史
」
に
於
て
共
委
曲
を
識
し
食

‘t 

九九
議んど
;;:t:; 

設
に
碍
合
一
口
ず
る
を
要
せ
や
ノ
と
雄
港
、
試
に
之
に
蜘
判
ず
る
世
論
を
窺
ふ
仁
、
第
二
準
備
金
の
存

置
に
就
て
、
第
一
の
灘
間
以
第
二
泊
中
僚
会
の
多
寡
如
何
に
在
I

り
。
之
を
有
効
の
唱
の
食
ら
し
め

ん
と
す
る
に
は
、
過
少
な
ら
し
む
可
わ
ら
ポ
ノ
。
査
し
第
二
準
備
金
が
効
果
を
現
は
ず
は
、
非
常
、
事

b 
o 

畿
の
際
に
し
て
、
普
通
の
取
引
材
此
臨
時
係
金
に
依
頼
せ
ヂ
し
く
行
以
る
可
く
、
丸
斯
の
如
〈
に
し

て
、
始
め
て
第
二
準
備
金
を
存
m
胞
の
目
的
に
副
は
じ
り
る
を
得
る
な
よ
り
。

叉
第
二
準
備
金
を
し

. 

て
過
大
な
ら
し
め
ん
が
、
銀
行
は
自
ら
之
に
依
頼
し
、
或
紙
本
来
の
準
備
金
堂
海
開
初
な
ら
し
ひ
る

‘ 『

】忌唱

合
衆
閣
に
於
て
準
備
市
所
在
の
閥
立
銀
行
が
絵
徐
上
二
割
五
分
の

準
備
金
を
存
践
す
る
の
義
務
十
グ
~
負
ふ
の
結
果
、
取
引
に
伸
縮
の
自
在
を
映
を
、
金
融
市
場
に
不
良

の
影
響
を
反
応
ず
に
豆
れ
る
は
著
明
の
事
費
な
よ
り
。
故
に
英
協
に
於
て
は
、
飽
く
ま
寸
唱
在
来

の
如
く
各
銀
行
自
一
ら
趨
蛍
安
会
な
F

り
と
信
、
ヂ
る
程
度
に
於
て
埠
備
金
を
存
置
す
る
制
度
を
織

市
し
て
斯
る
準
備
金
の
内
よ
よ
ツ
一
部
を
割
い
て
之
宮
特
別
の

や
宅
亦
知
る
可
わ
ら
ム
ア
。

， 
2 -、‘'{1 ‘

総
ず
る
を
以
て
可
な
y
り
と
す
。

目
的
に
充
つ
る
と
す
る
弘
、
此
分
割
の
潟
め
仁
、
各
銀
行
替
業
上
の
自
由
を
妨
害
す
る
が
如
を
乙

J
・
な
を
を
期
せ
な
る
可
が
ち
ヂ
。
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叉
第
二
準
備
金
存
置
の
後
仁
於
て
号
、
英
蘭
銀
行
は
異
存
置

前
に
於
け
る
と
同

b
〈
、
必
共
の
利
容
に
鈎
し
て
慎
重
な
る
投
窓
を
加
へ
才
る
可
が
ち
、
下
J
O

議

し
税
時
の
単
一
一
深
備
金
制
度
、
の
下
に
於
て
は
、
此
根
底
を
敢
闘
な
ら
し
め
歩
し
て
、
濁
ιッ
第
二
冷

徹
金
松
る
枝
葉
の
事
に
熱
中
す
る
は
、
本
末
娘
倒
の
戚
な
を
を
得
な
れ
ば
な
I

り。

第
二
準
備
金
存
置
の
説
は
斯
の
如
く
補
助
物
E
C
認
め
ら
る
l
h

に
止
ま
よ
り
、
一
般
に
重
要
脱
せ

4

英

図

の

銀

行

滋

備

金

問

題

一

ー

;

五

一

一

…

九

い
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英
図
の
銀
行
機
備
金
問
題

ら
治
、
に
淫
ら
や
J
O

フ
品
リ
グ
、
グ

牧
銀
行
を
し
て
前
年
-
皮
平
均
に
基
き
長
座
…
勘
定
に
風
ず
る
債
務
に
鈎
し
、
定
率
、
の
金
額
d
Z
齢
出

せ
し
め
、
依
一
応
諾
銀
行
賞
座
勘
定
を
四
一
億
践
と
し
、
之
じ
劃
す
る
ニ
分
を
鍛
出
せ
し
り
れ
ば
、
優
じ

五
回
o 

占、

ス
‘
ジ
ユ
ス
タ

i
一
氏
は
曾
て
第
二
準
備
金
の
方
薬
を
ヱ
風
し
、

八
百
高
砂
の
第
二
準
備
金
を
得
る
の
案
を
立
て
な
る
が
、
世
間
の
顧
み
る
所
と
鋳
ら
旬
。
よ
り
し
が

如
し
。

。
号
の
0
日
仏
問
。
的
。
吋
〈
向
的
・
切
匂
弘
円
一
司

O円山内

ω
n
rロ
ω円。円・
M
G
口
S
m
L
O向
日
H
O
M口
弘
山
口
広

om
切畑、口

roa-MVhHぺ
け

H
・
J
1
0
f

υ内U
内
〈
口

H-Rv・

ぃ

3
1
8

国a唱，、

以
上
金
準
備
鴻
加
に
に
就
て
倒
家
叉
は
英
蘭
銀
行
の
潟
ず
可
を
誌
の
也
、
外
に
、
市
中
銀
行
は

此
鮎
じ
於
て
如
何
な
る
事
を
鴻
ず
可
を
か
。

銀
行
準
備
金
率
法
定
設
の
如
き
は
、
到
践
英
閣
に

所
荷
役
一
市
〆-、
l-{コ
ロ
tT 
炉4・
n ト....
F十

可
、ー./

市
中
銀
行
を
し
て
業
所
有
す
る
準
備
金
を
増
加
せ
し
む
る
に
は
、

の
原
則
じ
操
ん
〆
、
谷
銀
行
を
し
て
換
る
程
度
、
ま
で
頻
繁
迅
速
じ
鐙
業
報

査
し
期
の
如
く
す
れ
ば
、
銀
行
は
其

J
s
t
a
l
e
-

‘‘
 

ー

:
J
a
t
-

行
は
る
可
き
告
の
じ
非
ポ
ノ
。

、色

、

告
を
世
間
に
接
表
せ
し
り
る
を
以
て
最
良
の
方
策
と
す
。

強
業
統
態
の
好
良
輩
闘
な
る
乙
と
を
世
間
仁
示
し
て
、
以
て
る
衆
の
信
用
を
博
す
る
矯
め
に
、
勉

め
て
正
貨
叉
は
紙
幣
の
形
態
仁
て
所
有
す
る
準
備
金
を
嶋
崎
加
す
る
か
、
来
は
英
蘭
銀
行
に
於
け

，':，J;'!:量:

其
由
来
を
考

る
預
金
残
高
を
増
加
す
る
に
至
る
可
け
れ
ば
な

b
。

一
万
来
英
閣
の
銀
行
は
銀
行
と
し
て
世
間
会
衆
に
畿
業
状
態
を
告
知
す
る
の
義
務
を
負
ふ
と

と
な
し
。

然
苦
今
日
進
ん
で
此
義
務
を
負
ふ
銀
行
の
存
ず
る
時
何
故
な
1

り
や
。

ふ
る
仁
、
千
八
百
九
十
一
年
一
月
時
の
大
減
大
臣
J

J

W

ノ
ジ
エ
ン
氏
は
リ
}
ジ
商
業
合
議
所
に
臨

席
し
、
前
年
の
恐
慌
に
於
け
る
受
験
よ

b
英
間
銀
行
の
準
備
金
募
少
な
る
を
認
め
、
例
へ
ば
千
八

百
七
十
九
年
十
一
大
銀
行
の
債
務
拡
一
一
億
二
千
六
百
高
砂
、
之
に
封
ず
る
手
元
現
金
弁
に
英
蘭
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し
て
、
銀
行
自
ち
葉
地
位
を
輩
簡
な
ら
し
む
る
の
一
一
策
と
し
て
、
従
来
の
如
く
一
年
一
同
叉
は
ニ

同
に
轡
業
上
の
報
告
を
接
表
す
る
に
止
め
歩
、
真
に
煩
繁
に
之
を
夜
表
す
可
を
回
目
を
糊
奨
し
大

β
。
(
の
g
n
y
g・問
ωωω
旬
以

g
n同
〉
含

3
8
2
0
L
切
の

O口
O
B
R
0
5
ω

片
山

O口
?
日
y

H

O

少
町
内
)
爾
来
倫
敦
市
中
銀
行

の
戒
る
替
の
は
此
勧
告
に
従
び
、
毎
月
一
一
同
月
末
を
期
し
て
、
替
業
上
の
報
告
郎
も
月
末
業
日
に

英

闘

の

銀

行

準

備

金

問

題

一

、

，

、豆L
'凶

銀
行
ヘ

の
預
金
は
千
六
百
二
十
高
時
切
な

b
し
に
、
千
八
百
八
十
九
年
仁
は
前
者
は
…
億
必
千
滞

巳ー ， 一司も ーも
、aι
‘担‘， . 

勝
」
に
増
加
し
た
る
に
、
後
者
は
穫
に
千
必
百
五
十
高
泌
切
に
増
加
し
柁
る
に
止
ま
ょ
に
債
務
に
濁
す

る
泊
中
備
金
の
割
令
は
此
期
間
一
割
二
分
九
原
よ
よ
ソ
一
割
一
ニ
屈
に
減
少
し
、
て
る
の
事
貨
を
指
摘

し
、
銀
行
が
恐
慌
仁
際
し
て
、
英
関
銀
行
の
助
カ
の
み
〆
に
依
頼
す
る
は
、
危
険
の
塾
、
だ
し
を
唱
の
に



r
R

・4
h

・2司
1
r
hい
む
も
F

実
閣
の
銀
行
準
備
金
問
題

t

f

一
一
有
間
一
一

総
於
け
る
貸
借
鈎
照
表
ぞ
議
表
す
一
る
に
吾
れ
ん
思
ふ
に
ゴ
吋
/
ジ
エ
ン
氏
の
武
見
に
て
け
い
、
斯
く

銀
行
が
鶴
終
報
告
を
稜
-
表
す
る
潟
め
に
、
総
同
業
欣
態
を
世
間
に
明
に
し
、
殊
に
準
備
金
の
多
AW
却
を

会
に
す
る
と
を
は
、
英
多
額
な
る
替
の
は
お
衆
の
信
用
を
博
す
る
と
同
時
に
、
英
少
額
な
る
が
℃
の

は
町
公
衆
の
信
用
を
失
ふ
の
結
果
、
銀
行
は
自
然
準
備
金
の
増
加
に
意
+
ど
致
ず
じ
盗
る
可
し
と
し

允
る
替
の
、
如
し
バ
然
れ
ど
宅
此
鶴
業
報
告
を
潟
し
な
る
"
も
の
は
倫
敦
子
形
交
換
所
に
腐
ナ

る
組
合
銀
行
十
レ
む
の
中
に
て
僕
に
十
二
に
止
ま
よ
り
、
地
方
銀
行
に
査
て
は
会
然
之
を
行
は
み
yo

践
は
是
等
少
数
の
銀
行
と
雌
一
-
号
、
誠
一
賀
に
鶴
業
報
告
を
緩
・
表
す
れ
ば
¥
命
ほ
可
な
れ
ど
川
市
、
柳
川
か
誠

貨
を
快
〈
の
艇
を
生
μ
レ
大
ム
ツ
。

邸
も
縫
業
報
告
の
務
-
一
衣
に
仲
ぴ
、
質
際
に
生

b
来
れ
る
結
果
を

4 

日
苅
る
央
銀
行
は
卒
生
準
備
金
琳
加
を
謀
ら
ポ
ノ
、
喰
月
末
鶴
業
報
告
を
調
製
す
る
際
に
臨
ん
で
)
貸

出
を
回
収
し
て
、
手
一
万
税
金
吉
増
加
し
、
報
告
を
護
士
衣
ナ
る
や
、
直
に
貸
出
を
増
加
し
て
、
手
元
現
金

を
減
給
す
，
ふ
方
法
を
取
る
い
ド
護
れ
1

り
。
倫
敦
に
於
て
之
を
名
づ
け
て
銀
行
の
応
顕
装
飾
(
当
山
口
l

仏

O
可
匂
円
。
印
加
宮
内
)

F

乙
一
万
ひ
、
此
応
顕
装
飾
の
行
は
る
、
月
末
仁
臨
ん
で
特
に
金
融
の
繁
忙
を
け
出
口
十
る

事
情
を
考
ふ
る
と
を
は
、
業
費
際
の
意
義
如
何
を
解
す
る
に
難
か
ら
歩
。
果
し
て
斯
の
如
く
な

れ
ば
、
構
業
報
告
の
接
表
宅
亦
橡
備
金
増
加
の
一
一
策
と
し
て
、
大
に
依
頼
す
る
に
起
ら

w
c
b
の
戚

然
れ
ど
港
今
日
応
援
装
備
の
行
は
る
』
鈴
地
あ
る
は
、
間
帯
一
発
報
告
を
後
表
す
る

時
期
が
一
筋
月
一
同
に
止
ま
る
の
結
果
に
し
て
、
之
を
一
一
箇
月
二
同
と
し
、
叉
毎
週
二
仰
と
す
る

と
を
は
、
自
然
斯
る
係
地
衣
か
ら
し
む
る
を
得
ぺ
し
白
田
辺
れ
応
一
政
装
備
法
防
渇
の
方
策
、
化
ふ

.6

の
な
る
が
、
一
氏
に
英
有
力
な
る
替
の
は
、
或
る
一
日
に
於
け
る
手
元
税
金
高
を
恕
ぐ
る
と
同
時
仁

前
後
の
報
告
溌
表
期
間
に
於
け
る
手
一
万
税
金
平
均
高
を
泉
品
、
る
の
…
宙
ず
な
I

リ。

な
き
を
得
・
ヂ
。

斯
の
如
く
す

J 
J 

， 

れ
ば
、
仮
令
び
庖
顕
装
飾
、
訟
に
依
t
り
、
誠
一
止
口
調
製
仁
臨
ん
で
、
或
る
一
日
の
現
金
高
を
増
加
す
る
母
、

平
均
高
少
な
く
し
て
、
応
顕
装
飾

k
行
ぴ
食
ゐ
事
賞
厳
然
、
文
る
に
歪
i

り
、
却
て
銀
行
の
信
用
を
傷

く
4

る
に
淫
る
可
雪
道
理
な
ん

J
O

倫
電
波
ウ
エ
ス
ト
ミ
シ
ス
タ
ー
銀
行
の
頭
取
品
ド
ワ

i
ド
、
グ
リ

ァ
ト
ペ
プ
一
ア
ウ
シ
氏
は
千
九
百
七
年
上
半
季
の
飽
食
に
於
け
る
報
告
演
説
中
銀
行
の
版
一
段
銭

飾
を
論
・
5
、
英
蹴
銀
行
に
於
け
る
鈴
鹿
勘
定
残
高
の
…
日
平
均
或
は
一
週
間
平
均
高
を
基
礎
と

39 

ず
る
月
却
械
を
会
ド
い
す
る
に
異
議
な
念
と
岡
崎
仁
、
現
在
の
月
報
を
し
て
銀
行
普
通
の
放
路
を
示

す
呉
貨
の
徴
桜
花
ら
し
む
る
に
は
心
/
ん
仁
成
る
改
正
を
施
す
を
必
裂
な
よ
ツ
と
し
、
報
告
中
に
於
け

る
種
々
の
項
目
の
金
械
が
縫
動
ず
る
は
、
銀
行
の
如
を
大
規
模
の
事
業
を
・
満
足
に
行
ふ
に
殺
て

巴
む
を
一
得
歩
、
喰
報
告
調
裂
の
際
に
於
け
ゐ
金
額
が
最
低
額
な
る
は
、
銀
行
並
に
株
主
に
濁
し
て

英

闘

の

銀

行

機

備

金

問

題

。

五

四

一

一

一

4
〉
?
を



40 

一
契
闘
の
銀
行
準
備
金
問
題
』

の
み

E
脅
な
る
一
を
以
て
、
斯
る
事
な
め
C

を
期
せ
念
る
可
か
ら
か
』
る
と
同
時
に
、
他
の
肱
抑
制
湖
に
於
て

M
U

準
備
金
が
常
に
縞
足
な
み
欽
態
仁
居
る
乙
と
を
謀
ら
な
る
可
わ
ら
ヂ
ド
ζ

一
五
へ
ん
〆
。

五.
問
問

J 

u
k
T
r
 

G
ψ
t
d
d
t

、刀

-' 

、、
• v

 

• 
一
e

• 

応
践
畿
飾
の
'
知
念
小
策
に
依
頼
ず
可
わ
ら
含
る
所
以
を
説
明
し
北
る

4
の
と
一
五
ふ
可
ぎ
な

60

近
時
銀
行
自
身
の
後
意
に
依
F

り
、
替
業
報
告
の
形
式
に
蛍
裂
な
る
改
正
を
加
ヘ
北
る
替
の
を

倫
敦
カ
ウ
Y

チ
!
銀
行
な
ム
ツ
と
す
。

郎
も
同
銀
行
綜
千
九
万
八
年
二
月
以
来
毎
月
末
替
業
報

告
を
調
製
す
る
に
営
久
手
一
苅
現
金
の
項
に
括
弧
を
設
け
、
活
弧
内
に
毎
日
の
平
均
在
中
口
同
を
制
例
記

ず
る
と
と
h

し
た
1

り。

而
し
て
之
に
依
て
同
銀
行
が
応
一
政
装
飾
訟
を
行
ふ
乙
と
議
電
少
な
を

の
事
貨
は
安
際
に
説
明
せ
ら
れ

t
b。

'mも
千
九
百
八
年
一
月
末
日
に
於
け
る
税
金
は
六
百

会
』
る
は
勿
論
な
よ
ツ
と
す
。

六
十
九
高
八
千
二
十
.
}
一
一
勝
な
る
一
方
仁
、
毎
日
の
平
均
は
六
百
六
十
九
高
六
百
五
十
六
勝
に
し

て
、
双
方
の
差
最
唱
少
な
く
、
叉
千
九
百
必
年
十
二
月
末
貸
借
掛
照
表
に
於
て
は
、
此
境
目
は
七
百

六
十
六
茂
二
百
九
十
四
砂
に
活
れ
y

り
。
今
や
応
一
段
装
飾
防

mm
に
闘
す
る
好
筒
の
先
例
は
有
力

な
る
一
銀
行
に
依
て
、
世
間
に
一
m
w
d

れ

K
6
5
一
五
ふ
可
く
、
他
の
諸
銀
行
が
之
を
模
範
と
し
七
、
日

日
の
現
金
在
高
を
お
一
不
ず
る

K
至
ら
ん
か
、
銀
行
準
備
金
問
題
の
解
決
、
に
資
ず
る
所
少
な
か
ら

而
し
て
真
に
}
歩
を
進
め
て
、
陥
商
業
上
の
報
告
bd-

詳
密
に
し
、
例
へ
ば

会

.、

:J'~~ .~-1草7，+... ::~ 
i 持九、 '..d， .¥' 

積
立
金
の
項
目
に
於
て
拡
‘
之
を
放
下
せ
る
有
償
読
券
の
評
償
額
を
掲
げ
、
現
ー
金
の
現
に
於
て
は
.

銀
行
に
現
存
す
る
山
口
同
敢
に
英
蘭
銀
行
へ
の
預
金

J
・
蛍
泌
貸
付
に
供
し
た
る
資
金
と
を
隠
別
し
、

放
資
の
項
目
仁
於
て
は
、
有
償
鐙
参
の
種
類
を
細
別
す
る
よ
'
」
共
仁
、
各
議
券
の
H

評
僚
を
一
訴
し
、
割
引

手
形
の
項
目
に
於
て
は
、
期
限
三
筒
月
以
内
の
唱
の
之
、
二
一
筒
月
以
上
に
渉
る
唱
の
と
を
区
別
す

る
等
一
瞥
し
て
銀
行
縫
業
の
状
態
を
知
得
せ
し
む
る
使
を
供
ふ
る
に
歪
ら
ぱ
、
謎
々
一
公
示
主
義

の
効
果
を
切
に
す
る
を
得
ぺ
き
な

b
。
同

ω
h
か
に
n
公
示
主
授
に
ル
似
て
銀
行
蹴
開
業
の
鉄
総
を
設
・
聞

な
ら
し
む
る
の
所
設
は
敢
て
今
日
に
始
・
ま
れ
る
告
の
に
非
京
、
前
記
プ
ツ

γ

エ
ン
氏
の
演
説
既

に

其

端
を
示
せ
る
沖
も
の
と
見
る
可
を
の
み
な
ら
み
少
、
真
に
千
人
百
九
十
八
年
イ
ン
ヂ
ア
ナ
ポ

?
ス
貨
幣
問
題
調
夜
一
報
告
書
中
に
号
、
径
一
市
主
義
に
就
て
，
況
の
'
知
念
説
明
あ
る
b
q
・
見
る
。

銀
行
そ
し
て
健
会
な
る
楼
業
絵
を
取
ら
し
む
る
有
力
な
る
手
段
は
頻
繁
に
報
告
を
n
公
示
し

て
替
業
の
欣
例
を
明
な
ら
し
む
る
に
在
I

り。

此
報
告
仁
於
て
は
、
銀
行
の
計
算
に
於
け
る
笠

要
な
る
項
目
の
異
動
を
示

3
N
h
る
可
か
ち
・
ヂ
。

此
事
柁
る
、
銀
行
経
業
の
性
質
並
に
況
放
を

41 

知
愁
ず
る
仁
旬
以
宅
必
要
に
し
て
、
報
告
の
究
会
な
る
に
防
ぴ
必
同
業
の
性
質
自
ら
切
な
る
を
以

て
J

，
小
蛍
の
管
業
に
到
す
る
保
読
は
自
ち
大
な
る
を
得
べ
し
。
日
一
つ
銀
行
の
紋
況
は
一
日
の

英
閣
の
銀
行
準
備
金
問
題

五
回
近
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e

英

闘

の

銀

行

準

備

金

問

麟

・

五

四

六

¥

取
引
に
依
て
、
大
に
面
白
を
異
に
す
ゐ
を
以
て
、
報
告
は
頻
繁
に
会
一
部
ず
み
の
必
妥
あ
九
日
向
。
，

旬
。
与
え
忌
α
M
A
O
D
O
付
加
吋
匂
の

0
8
5目
的
払

O
口

o
m
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0
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h
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口
M
W
M
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G
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釘

の

0
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g
p
v口
・
日
U
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ト
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最
後
じ
金
準
備
噌
加
問
題
解
決
の
一
法
は
英
関
銀
行
替
業
部
に
於
け
る
民
間
預
金
中
私
人

に
阪
府
す
る
唱
の
と
、
銀
行
に
崩
ず
る
宅
の
と
を
分
割
掲
認
す
る
の
一
事
な

60

電

7・ '. 

悲
し
倫
敦
市
中

銀
行
が
泳
備
金
と
云
ふ
は
、
多
年
の
慣
例
上
手
元
現
金
の
外
に
、
蛍
座
貸
付
故
に
英
邸
側
銀
行
仁
於

け
る
蛍
座
預
金
を
包
括
す
る
唱
の
に
し
て
、
謝
し
て
英
蘭
銀
行
は
斯
く
吸
収
し
な
る
預
金
を

g

‘
 ‘旨E

 

地
日
滋
の
資
金
と
同

b
く
、
替
業
上
に
供
用
す
る
が
放
に
、
仮
に
・
市
中
銀
行
が
準
備
金
を
滑
加
し
た

ιッ
と
す
る
号
、
英
繭
銀
行
広
於
け
ぷ
常
座
預
金
の
形
態
の
下
に
潜
加
し
北
る
唱
の
な
ら
-
ん
に
は
、

、
、

此
増
加
は
現
下
の
準
備
金
増
加
問
題
を
解
決
す
る
に
足
ら
歩
。
之
を
解
決
す
る
の
資
じ
充
て

し
め
ん
と
す
る
に
は
、
市
る
中
銀
行
の
混
安
ぷ
所
有
す
る
手
元
現
金
を
増
加
せ
し
ひ
る
の
必
要

千
八
百
七
十
必
年
ま
で
英
蘭
銀
行
以
民
間
.
預
金
中
、
銀
行
の
賞
感
勘
定
に
係
る
唱
の

を
生
、
ヂ
。

を
丸
万
一
割
似
附
託
し
た
る
が
放
に
市
中
銀
行
の
準
備
金
幾
何
が
英
蘭
銀
行
の
波
金
と
銭
よ
り
、
随
て
同

i 、-
F 一、、

F・

a 

、
町‘』， 
‘ ‘ 

、

得
ず
る
能
は
ヂ
。

銀
行
の
替
業
上
に
供
用
せ
ら
る
h
B

ゃ
を
知
る
を
得
文
れ
ど
也
、
同
一
年
以
後
此
紡
に
就
〈
何
等
知

若
し
宅
千
八
百
七
十
七
年
以
前
の
事
例
に
復
し
て
-
幾
方
の
区
分
を
、
誌
に
せ

回

掴

溜

蝿

週

四

回

園

調

ん
か
、
世
一
人
は
之
仁
依
て
金
融
市
場
一
一
般
の
趨
勢
を
察
し
、
又
市
中
銀
行
自
身
の
準
備
金
食
る
領

陣
ド
吻
何
な
る
程
度
ま
で
、
如
何
な
る
方
絵
に
運
用
せ
ら
る
、
ゃ
を
知
る
を
得
べ
し
リ
唯
此
計

世
直
に
封
ず
る
一
の
反
濁
は
英
麟
銀
行
が
戒
る
一
日
に
於
け
る
市
中
銀
行
預
金
残
高
を
後
表
す

"符~;r~/'l

る
潟
め
に
、
其
一
増
減
仁
依
て
市
場
に
様
々
の
臆
測
、
持
試
を
今
一
件
-
し
む
る
乙
と
な
を
や
奇
や
、
叉
誠

る
時
期
に
於
て
英
蘭
銀
行
の
準
備
金
が
同
銀
行
に
於
け
る
市
中
銀
行
の
常
路
幾
高
以
下
に
減

少
し
な
る
場
合
に
、
英
蘭
銀
行
の
信
用
に
就
て
世
間
に
疑
恨
の
念
を
懐
か
し
む
る
乙
と
な
ぬ
な
や

h
F

圃

e
 

否
や
、
問
題
に
上
る
所
な
れ
と
号
、
mm
の
如
き
は
皐
一
党
議
る
一
日
の
数
字
を
掲
十
れ
ば
乙
会
起
る

-
唱
の
仁
し
て
、
統
往
に
湖
1
9
、
或
る
期
間
の
平
均
数
字
を
・
参
酌
し
て
、
総
て
の
懸
念
を
一
掃
し
得
べ

舎
な
よ
リ
。

之
を
要
す
る
に
英
側
聞
に
於
て
金
峰
備
増
加
を
必
'
喪
と
す
る
の
誘
起
t

り
、
共
論
議
の
盛
な
る
恰

宅
千
八
百
四
十
凶
年
の
銀
行
特
許
依
例
制
定
の
鴬
時
に
比
較
し
て
異
な
ら
か
」
る
の
槻
あ
i
リ。
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而
し
て
呉
方
薬
と
し
て
主
張
せ
ら
る
、
る
の
を
見
る
仁
、
了
と
し
て
奇
激
極
端
に
流
る

L

を
認

め
歩
。
主
と
し
て
会
示
主
義
を
搬
張
普
及
し
、
銀
行
各
自
の
白
畿
に
依
て
海
・
備
金
増
加
の
必
裂

を
強
知
し
、
以
て
之
を
行
は
し
め
ん
と
す
-
彼
の
英
樹
銀
行
の
保
一
読
準
備
制
限
外
後
行
を
認
め

実
闘
の
銀
行
単
備
金
問
題
、

五
四
七

‘ 

‘ 
!， 
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英
闘
の
銀
行
準
備
金
問
題

歩
、
寧
ろ
保
鐙
準
備
を
縮
少
せ
ん
と
す
る
が
如
を
、
他
閣
の
事
例
よ

β
類
推
す
る
と
告
は
、
柳
か
奥

様
の
戚
想
を
生
廿
な
る
に
非
-
一
?
と
雌
号
、
是
れ
英
闘
に
於
て
預
金
銀
行
の
組
問
業
繁
盛
に
殺
を
、
小

初
手
取
引
の
普
及
す
る
が
斜
め
の
み
。

五
四
八

千
八
百
凶
十
四
年
の

銀
行
特
許
依
例
に
就
て
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
命
ほ
非
難
の
静
怖
を
絶
大
中

y
t
雌
号
、
之
に
依
て
茶

園
銀
行
紙
幣
の
党
換
を
安
企
仁
し
北
る
の
効
果
は
之
を
蔽
ふ
可
が
ら
ヂ
。
而
し
て
市
中
銀
行

は
紙
幣
議
行
の
特
典
を
喪
失
し
、
後
行
機
を
運
用
し
て
轡
並
木
資
金
を
得
る
能
は
か
』
る
に
去
る
や
、

鍍
金
の
吸
枚
に
勉
め
て
、
預
金
銀
行
、
党
る
の
地
歩
金
設
聞
に
し
、
近
年
・
諸
銀
行
の
A
V

件
増
資
に
依

敢
て
他
あ
る
に
非
診
る
な
ん
J
O

‘
 

Y
H
.
4
l
，t
u
f
H
h
'弘、
br
・4は

。
、
各
銀
行
が
責
任
を
戚
ム
ア
る
の
念
漸
く
深
ぎ
を
加
ヘ
、
準
備
金
増
加
の
方
針
'
に
向
は
ん
と
す
る

の
際
之
に
鰯
ず
る
幾
多
の
方
案
提
唱
せ
ら
る
h

に
歪
れ
・

6
0

笑
悶
の
銀
行
制
度
が
最
切
断
中
貨

に
序
を
逐
う
ど
改
良
の
貨
を
怒
げ
来
る
は
、
是
等
事
貸
の
明
に
設
す
る
所
と
一
お
ふ
を
得
べ
を
な

'J 

枇
合
息
十
の
織
闘
に
関
し
て
は
議
論
区
々
と
し
て
一
定
ぜ
や
ノ
と
雌
号
有
名
一
般
合
事
が
一
の
科

国

寸
J

J
H
，
 

員

. 't:~~~t\ 

枇
曾
的
勢
力
と

L
て
の
慾
望
ぞ
論
ず

以
て
し
捻
る
は
五
日
人
の
首
肯
し
能
は
な
る
所
な
1

り。

晶
甲

く
滋
化
論
的
説
明
を
一
枇
舎
に
加
ふ
る
専
を
避
け
て
之
を
同
積
意
識
ょ
ん
〆
し
大
に
主
制
倒
的
傾
向

ギ
デ
ン
グ
ス
陀
ん
は
ス
ペ

Y

サ
!
氏
の
如

惑
と
し
て
・
成
立
せ
ん
と
長
ば
兎
仁
角
一
枇
舎
の
現
象
を
最
も
能
く
説
明
し
並
行
間
仁
行
は
る
、
且
淑

減
、
普
遍
な
る
瑚
泌
を
探
究
せ
た
」
る
べ
か
ら
歩
、
ス
ペ

ジ
サ
ー
は
枇
命
日
を
機
械
的
に
説
明
し
て
其

誕
ル
判
的
見
地
よ
よ
り
し
て
舵
合
的
生
活
を
論

b
大
れ
ど
弘
彼
は
只
白
然
界
と
祉
、
舎
と
の
附
の
比

輪
的
類
似
を
示
し
な
る
の
み
に
し
て
、
社
命
的
的
事
賀
を
説
明
す
る
に
直
に
宇
宙
一
般
の
大
換
を

を
一
部
し
み
ル
れ
ど
号
、
彼
は
仙
の
一
面
に
於
て
一
枇
合
の
客
制
倒
的
説
明
を
許
し
一
枇
舎
は
一
回
に
於
て
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必
想
的
援
民
な
れ
ど
宅
他
の
方
面
に
於
て
は
宇
宙
勢
力
の
設
現
な
1
9
3
0
n
庄
内
〈
O

E
広
O
口
目
的
げ
口
付

同
志
g
o
o
m
n
o
ω
g
k
g
o
H口
氏

03MU片山口
η
宮内切
o
m
ω
0
0山
o
z
q
・勺・ゑ
ω)
と
設
を
園
家
の
議
議
、
人
口
の
移
動
、
宗

滋
科
感
激
育
の
運
動
等
以
皆
所
間
最
少
抵
抗
の
方
向
に
於
す
る
も
の
な
ト
ー
り
と
士
・
{
張
し
叉
宗
教

枇
命
官
約
勢
力

t
L
℃
の
慾
翠
を
輸
す
、

五
四
九


